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平成十九年五月二十二日 
参議院外交防衛委員会

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、在日米軍等の再編を実施するに当たっては、地元住民及び自治体の意見を十分に尊重するとともに、必要な情報開
示に努めること。
二、「再編実施のための日米ロードマップ」策定から一年以上経過していることにかんがみ、在日米軍等の再編に伴う
我が国の経費負担総額の概算をできる限り速やかに取りまとめ、国会に報告すること。
三、再編交付金の交付基準の作成に当たっては、受入れ表明など進捗状況の内容について自治体にとり明確な基準とな
るよう努めること。
四、在沖縄米海兵隊のグアム移転経費については、厳しい財政事情を考慮し、国民の理解を得るため、今後日米間であ
らゆる経費について精査し、経費の抑制に努めること。また、多年にわたり多額の経費を我が国が負担することにか
んがみ、今後とも負担に関する米国との合意を国会に報告すること。なお、我が国の負担については、国会の承認を
得ること。
五、グアム移転経費に関し、国の予算等から支出される国際協力銀行の出資・融資の資金については、出資財産の保全、
貸付金返済に対し、国として万全を期すこと。
六、我が国の財政事情を考慮して、在日米軍駐留経費負担及びSACO関係経費など、在日米軍の駐留に係る経費負担の
在り方について検討を行うこと。

48．�駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案に対する附帯決議


